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集合狂犬病予防注射日程（雨天決行）

食品・環境衛生課L227－5103集合狂犬病予防注射

実施時間

午前の部…午前9時30分～11時30分

午後の部…午後1時～3時

＊1＝午前10時～11時30分

＊2＝午前10時30分～11時30分

＊3＝午後1時～2時

＊4＝午後1時～2時30分

　この春、高校を卒業する方を対象に、4月末まで「卒業献血キャンペーン」を実施しています。県内の献血ルームや献血バス

で献血にご協力いただくと、県内限定の記念品「吸水マイクロファイバー傘カバー」をプレゼントします（なくなり次第終了）。

皆さんのご協力をお願いします。

　狂犬病予防法により生後3か月（91日）以上の犬は、生

涯一度の登録（鑑札を交付）と毎年一度の予防注射が必要で

す。集合狂犬病予防注射を下表の日程で行いますので、予

防注射を受けるようにしてください。

　なお、既に登録している犬の飼い主の方には、3月上旬

にお知らせハガキを発送します。ハガキは予診票を兼ねて

いますので、会場に持参してください。

対 象…市に登録済みの犬、集合注射の際に登録を希望する犬

料 金…新規登録犬＝6,500円▶既登録犬＝3,500円

＊今年から料金が変わりましたので、ご注意ください。

注意点

　犬をコントロールでき、犬の健康状態が分かる方が連れ

てきてください。また、首輪・胴輪などは、抜けないよう

にしてください。犬の体調が良くない場合、会場での予防

注射はできません。現在疾病治療中や過去にてんかん発作

を起こしたことのある犬は、事前に主治医にワクチン接種

が可能か確認してください。

■集合狂犬病予防注射会場では、次の受け付けはできません

①犬の転入手続き

② 新規登録申請（会場で予防注射をする場合を除く）

③ 獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」に基づく、注

射済票交付手続き

④ 鑑札および注射済票の再交付申請

下表の日程中に狂犬病予防注射ができない場合

　動物病院で予防注射を済ませ、「狂犬病予防注射済証」

と手数料を持参の上、同課で注射済票交付手続きをしてく

ださい。

手 数料…新規登録犬＝3,550円▶既登録犬＝550円

卒業献血キャンペーン実施中！ 保健総務課L227－5101

犬のしつけ教室 食品・環境衛生課L227－5103

4月6日㈪
午前 大笠自治会館（笠幡） ＊1

4月16日㈭
午前 ジョイフル

午後 笠幡公園（川鶴2丁目） 午後 福原市民センター ＊4

7日㈫
午前 砂新田2丁目自治会集会所

17日㈮
午前 川越水上公園プール入場口

午後 氷川神社（砂） ＊４ 午後 熊野神社（今成3丁目） ＊4

8日㈬
午前 雀ノ森氷川神社（新宿町1丁目） ＊１

20日㈪

午前 御伊勢塚公園（伊勢原町3丁目）

午後 寿町1丁目集会所 ＊3
午後

霞ケ関東急ニュータウン自治会館

（霞ケ関東5丁目） ＊3
9日㈭

午前 小堤集会所 ＊1

午後 下小坂自治会館 ＊3
21日㈫

午前 浅間神社（富士見町） ＊2

10日㈮
午前 市民グランド駐車場 ＊1 午後 中央公民館 ＊4

午後 浄国寺裏公園跡地（山田） ＊4
22日㈬

午前 メルト

13日㈪
午前 かすみ野自治会館 午後 霞ケ関北市民センター ＊4

午後 的場たぬき山公園（的場1丁目）
23日㈭

午前 芳野市民センター

14日㈫
午前 JA いるま野日東支店（大袋新田） 午後 古谷市民センター

午後 南台ふじみ公園（南台3丁目） ＊4
24日㈮

午前 氷川神社（並木新町）

15日㈬
午前 寺尾公民館 午後 南古谷市民センター

午後 熊野町公園 ＊4 26日㈰ 午前 保健所

　実技演習を通じて、実践的なしつけ方（リードの持ち方、アイコンタクト、座れ・待て等の基本的な指示）を学びます。

講師はドッグトレーナー・戸
と
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み
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ゆ
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さん。小雨決行。参加条件等、詳しくはお尋ねください。

日時…3月15日㈰午前10時～11時30分▶午後1時～2時30分　会場…保健所　参加できる犬…市に狂犬病予防法に基

づく登録がある▶2019年度狂犬病予防注射済票の交付を受けている成犬▶過度なほえ癖・かみ癖がない▶極度の怖がり

でない▶オスは去勢済み▶メスは避妊済みか開催日前1か月間ヒート（生理）がない　持ち物…首輪（胴輪は不可）、リード

（伸縮しないもの）、おやつ、ふん処理道具（スコップ、ビニール袋等）　定員…各先着10組　申し込み…3月2日㈪午前9

時から電話で同課



■2歳児親子歯科健診

　歯科健診、ブラッシング指導、フッ素塗

布（希望児）、おやつについての講話。

日時…4月23日㈭午後1時〜（受付時間

は後日通知）　対象…平成29年9月〜同

30年3月生まれの子と保護者1人　定員

…40組（抽選）　申し込み…催し名・住所・

子の氏名・生年月日・電話番号・保護者の

歯科健診希望の有無を、3月19日㈭（必着）

までに往復ハガキで健康づくり支援担当

（市ホームページからも可）
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■育児教室

①はじめまして離乳食教室

　離乳食を始める目安や進め方について。

日時…3月16日㈪午前10時〜11時30

分（受け付けは午前9時45分から）　対象

…おおむね4〜6か月の子と保護者　持ち

物…母子健康手帳

②もぐもぐ離乳食教室

　離乳食の進め方、お口のケアについてや

保護者同士の情報交換など。2回食・3回

食の2グループに分かれて実施します。

日時…3月18日㈬午前

10時〜11時30分（受け

付けは午前9時45分か

ら）　対象…おおむね7〜11か月の子と保

護者　持ち物…母子健康手帳

①②の申し込み

　3月11日㈬までに電話で地域保健担当。

申し込みをした方は、当日直接会場。

■赤ちゃん広場　ファーストサロン

　情報交換と仲間づくり。当日直接会場。

日時…4月13日㈪午前10時～11時30分

対象…市内在住の妊婦と夫、おおむね生後

5か月までの子と保護者　問い合わせ…地

域保健担当

■ときも体力測定会

　理学療法士による体力測定会。認知機能・

柔軟性・バランス能力・体組成測定など。

当日直接会場。動きやすい服装で。

日時…3月24日㈫午後2時～4時　会場…

ウェスタ川越　市民活動・生涯学習施設　

対象…市内在住のおおむね65歳以上　定

員…先着100人程度　持ち物…タオル・

飲み物・老眼鏡（必要な方）　問い合わせ…

地域保健担当

■がんサロン川越

　がん患者とその家族の交流の場。当日直

接会場。リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン川越実行委員会、かわごえ緩和ケアネッ

トワーク主催。

日時…3月14日㈯午後1時30分～4時30

分　会場…南公民館　対象…がん患者とそ

の家族　問い合わせ…成人健診担当

保健・健康
＊ 身体的理由などにより電話での申し込みが難しい場合は、ご相談ください。

＊ 手話通訳が必要な方は、参加希望事業名・氏名・ファクス番号をご連絡ください。

＊ 会場＝総合保健センター・経費＝無料の場合は、記載を省略しています。

■3月の乳幼児相談　健康づくりスケジュールで日程・会場を確認し、母子健康手帳を持って当日直接会場にお越しください。

■3月の乳幼児健診　4か月児 ･1歳6か月児 ･3歳3か月児に通知。通知が届かない、日程を変更する、受診しない場合は、必ずご連絡ください。

川越市保健所・総合保健センター　〒350−1104小ケ谷817−1

■川越市保健所 L227−5101（代表）O224−2261

■総合保健センター L224−8611（代表）O225−1291

   健康づくり支援課 健康づくり支援担当 L229−4121

地域保健担当 L229−4125

健康管理課 管理給付担当 L229−4124

予防接種担当 L229−4123

成人健診担当 L229−4126
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■妊産婦歯科健診

日時…4月15日㈬午後

1時20分〜（受付時間

は後日通知）　対象…妊

娠5か月以上の妊婦と産

後1年未満の産婦　定員

…20人（抽選）　申し込み…催し名・住所・

氏名・電話番号・出産（予定）日・託児希望

の有無（希望の場合は月齢）を、3月19日

㈭（必着）までに往復ハガキで健康づくり支

援担当（市ホームページからも可）
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4月1日から飲食店・娯楽施設・事業所等において

「原則屋内禁煙」が義務化されます

健康づくり支援担当

　平成30年７月に「望まない受動喫煙の防止」を目的に、「健康増進法の一部

を改正する法律」が公布され、施設の類型に応じて段階的に施行されています。

　今年4月1日から全面施行となり、多数の人が利用する施設（飲食店・娯楽

施設・事業所等）は「原則屋内禁煙（喫煙専用室等の設置可）」が義務化されます。

　各種喫煙エリアが設置された施設には、出入り口等に標識の掲示が義務付け

られ、喫煙エリアには、20歳未満の立ち入りが禁止になります。

＊喫煙エリアには、保護者の了解が

得られたとしても、20歳未満を立

ち入らせることはできません。喫煙

エリアに立ち入らせた場合、施設の

管理者等に罰則が科せられることが

あります。

＊20歳未満を連れて飲食店等を利

用する場合は、出入り口にある標識

を確認してから利用するようにしま

しょう。

施設管理者の皆さんへ

　新たなルールの適用に向けた準備をお願いします。喫煙専用室等での喫煙は

可能ですが、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準が定められています。

　また、既存の経営規模の小さな飲食店については、経過措置が設けられてい

ますが、条件を満たした上で、届出書を同課に提出する必要があります。

　詳しくは、厚生労働省のホームページを確認してください。

出入り口に設置される標識の例


